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総 務 財 政 委 員 会 記 録（Ｎｏ.１２） 

 

 

１ 日  時   令和７年９月１２日（金） 

午後 ４時２１分 開会 

午後 ４時２２分 閉会 

 

２ 場  所   第６委員会室 

 

３ 出席委員（１０人） 

委 員 長  村 上 幸 一   副 委 員 長  大久保 無 我 

委    員  吉 村 太 志   委    員  鷹 木 研一郎 

委    員  廣 田 信 也   委    員  村 上 直 樹 

委    員  宇都宮   亮   委    員  永 井   佑 

委    員  伊 﨑 大 義   委    員  小金丸かずよし 

 

４ 欠席委員（０人） 

 

５ 出席説明員 

総務市民局長  三 浦 隆 宏   財政・変革局長  武 田 信 一 

外 関係職員 

                                                   

６ 事務局職員 

委員会担当係長  伊良皆 公 一   書 記  西 嶋   真 

 

７ 付議事件及び会議結果 

番号 付   議   事   件 会 議 結 果 

１ 
議案第114号 北九州市職員の育児休業等に関

する条例の一部改正について 
可決すべきものと決定した。 

２ 
議案第134号 令和７年度北九州市一般会計補

正予算（第２号）のうち所管分について 
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８ 会議の経過 

○委員長（村上幸一君）それでは、開会いたします。 

 本日は、議案の採決を行います。 

 議案第114号及び134号のうち所管分の以上２件を一括して議題とします。 

 これより採決を行います。議案第114号及び134号のうち所管分の以上２件について、一括し

て採決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり。） 

 御異議なしと認め、一括して採決いたします。 

 議案２件については、いずれも可決すべきものと決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり。） 

 御異議なしと認めます。よって、議案２件については、いずれも可決すべきものと決定しま

した。以上で議案の審査を終わります。 

 なお、委員長報告については、正副委員長に一任をお願いいたします。 

 ほかになければ、本日は以上で閉会します。 

 

                総務財政委員会 委 員 長  村 上 幸 一  ○印 


